
ペット概要

以下の確認事項をご一読の上、ご承諾いただけましたらそれぞれに☑して下さい

□

□

□

□

ペット飼育誓約書 兼 申請書

私は、セントラルビル　　　号室（以下「本物件」という）の賃貸借契約（以下「本契約」という）に

基づき、「セントラルビル館内細則」を遵守して動物を飼育いたします。

もし飼育違反が発覚した場合や動物の鳴き声や悪臭により他の入居者や近隣住民に迷惑、危険を及ぼし

た場合及び多数の苦情が寄せられ注意を受けたにも拘らず、改善出来ないと判断された場合には、本契

約を解除されても異議申立てを致しません。

以下の飼育ペットを申請致します。

種 類

※ペット１匹につき、１枚の申請が必要です。

※未の理由：幼齢・体格・他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

品 種

 小型犬・中型犬・猫 ・ うさぎ ・ その他 （          　　　　　　　　　　　　　　　）

被 毛 の 色

避 妊 去 勢 済・未

㎏体 重

名 前

誕 生 日

性 別 オス　・　メス

済・未混 合 ワ ク チ ン

申請者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

本建物の共用部・エレベーター内ではペットに必ずリードを付け、抱っこ又はバギーを使用してください。

ペットを連れてエレベーターに乗る際に同乗者がいる場合には、同意を得てから乗るようにしてください。

当物件で猫を飼育する場合は、避妊・去勢手術が必須となっております。

幼齢のため未避妊・未去勢の場合は、適齢期に手術していただくことをご承諾ください。

飼育可能なペットの種類、飼育頭数には制限がございます。

今後飼育頭数の変更を希望する場合は、必ず事前に富士興業株式会社までご相談ください。

部屋の広さやペットの種類、これまでの飼育状況によってはお断りする場合もございます。

増える場合には、再度そのペットの分の『ペット飼育誓約書兼申請書』のご提出をお願いいたします。

当物件はペット可物件ではございますが、ペットによるお部屋の汚損・破損の原状回復につきましては入居者

様の負担となります。

柱や壁で爪とぎをする猫など、ペットの性格によりお部屋の汚損・破損が予測される場合には、入居者様で事

前にお部屋の保護をされますことをおすすめいたします。

済・未 未の場合には医師の診断書を提出してください狂 犬 病 ワ ク チ ン

未の場合には医師の診断書を提出してください

申請日：　　　　年　　　月　　　日


